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一般財団法人 佐賀県社会保険協会

｢郷土に愛され300年｣、宝永2年(1705年)より酒造りを営んできた太閤酒造を中心とした酒造

3社の企業合同で昭和49年、弊社は設立されました。前身に遡れば3世紀を超える年月を、

弊社・鳴滝酒造株式会社は唐津の地酒蔵として郷土と共に歩んで参りました。大切にしている

のは米、水、そして伝統の技。その酒の特徴は「柔らかさ」と「透明感」にあります。口に含んだ

瞬間に広がるほのかな甘みと豊かな香り、酒質の良さを物語る、あくまでなめらかなのど越しと

軽快な切れ味をぜひ御体感下さい。誇るべき郷土文化の一つと

して地酒を世界に発信したい、これが私たちの願いです。郷土料理との相性により

磨き上げられたふくよかな味わいの清酒、個性あふれる香味の本格焼酎、高品質な

地場産品を用いて仕上げた梅酒をご賞味頂き、唐津の風土と文化を

感じて頂ければと願っております。

所在地：佐賀県唐津市神田3272-1
　 TEL：0955-74-3125

■鳴滝酒造（株）

～モットーは「一に米、二に水、そして技」～

清酒仕込蔵

天下人」『太閤秀吉(豊臣秀吉)』 
 に由来する代表銘柄

詳しい情報は
こちらから▶▶▶

鳴滝酒造株式会社

年金相談窓口開設カレンダー等
「施設利用会員証」更新のお知らせ
令和 7年度 社会保険協会費の納入のお願い

社会保険事務講習会のごあんない
各種届書・申請書等の提出先

・
・
・



事業主の皆様へ

従業員が退職したとき、６０歳以上の方で退職後に継続して再雇用をしたとき、従業員が死亡した

とき、従業員が７５歳に到達したとき、障害認定を受け後期高齢者医療の資格を取得したときは、５日

以内に被保険者資格喪失届の提出をお願いします。

※令和７年１２月より資格確認書等の添付は不要となりました。

⑤「資格喪失年月日」欄について
　 喪失理由により日付が異なりますので下図をご参照ください。

⑧「７０歳不該当」欄について
７０歳以上の方で資格喪失理由が退職、死亡である場合は、「□７０歳以上被用者不該当」にチェック
を入れてください。
また、「不該当年月日」に退職または死亡した当日の年月日をご記入ください。
※在職中に７０歳に到達された方の厚生年金保険被保険者資格喪失届は、この用紙ではなく「７０歳
到達届」をご提出ください。

死亡による資格喪失

７５歳到達による健康保険の資格喪失

障害認定による健康保険の資格喪失

退職日の翌日

転勤の当日

雇用契約変更の当日（定年後再雇用及び６０歳以降の契約更新）

死亡日の翌日

誕生日の当日

認定日の当日

退職等による資格喪失

従業員が退職したとき
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60歳以上の被保険者が退職後に１日も空くことなく同じ事業所に再雇用された場合は、

「被保険者資格喪失届」と「被保険者資格取得届」を同時に届出することにより、再雇用

された月から再雇用後の報酬で標準報酬月額を決定します。

届出される際は、添付書類として「就業規則」、「退職辞令の写し」等の退職したこと

がわかる書類及び再雇用されたことがわかる「雇用契約書」または「事業主の証明」が

必要になります。「事業主の証明」には指定の様式はありませんが、退職した日、再雇用

された日が記載されているものが必要です。

厚生年金保険に加入していた方(２０歳以上６０歳未満)が退職(失業)された後は、

ご本人が国民年金への加入手続きのうえ、保険料を納めることになります。

また、退職された方の被扶養配偶者におかれましては、国民年金第３号被保険者から

第１号被保険者に種別変更の手続きを行う必要があります。

保険料を納めることが経済的に困難な方は、失業等のあった月の前月から翌々年６月

まで保険料の納付が免除される「免除制度（特例免除）」を申請できます。このお申し込み時

は、離職票や雇用保険受給資格者証等の写しの添付が必要となります。

手続き先はお住まいの市町村の国民年金担当窓口、またはお近くの年金事務所の国

民年金課となります。基礎年金番号通知書等をご持参のうえ、お手続きをお願いします。

マイナポータルを利用した電子申請でいつでも免除等が申請できます。

（※電子申請にはマイナポータルの利用者登録が必要です）

退職後継続再雇用された場合の届出と添付書類

退職時の厚生年金保険から国民年金への切替と
保険料納付（免除制度）について

●各年金事務所　国民年金課お問い合わせ先

●各年金事務所　厚生年金適用調査課お問い合わせ先

退職された皆様へ

事業主の皆様へ
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令和８年２月分保険料の納付期限は令和８年３月３１日（火）です。

令和８年３月分保険料の納付期限は令和８年４月３０日（木）です。

社会保険料
（国民年金保険料）は
納付期限内に
納付しましょう。
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〒８４０-８５６０
佐賀市駅南本町６-４佐賀中央第一生命ビル

℡０９５２-２７-０６１１(代表)
全国健康保険協会 佐賀支部

協会けんぽ

退職後の健康保険にはどのようなものがありますか?

協会けんぽの任意継続に加入したい場合の手続き方法は?

再就職等でお勤め先の健康保険に加入される場合を除いて、

の3種類があります。

協会けんぽの
任意継続

高額療養費の多数該当については、協会けんぽの任意継続を選択した場合は通算されます。 
「国民健康保険」や「ご家族の健康保険(被扶養者)」を選択した場合は通算されません。

退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間のある被保険者が、
「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書※」を、
退職日の翌日から20日以内(20日目が土・日・祝日の場合は翌営業日まで)に
お住まいの都道府県の協会けんぽ支部までご提出ください(けんぽアプリ又は郵送による提出に御協力
をお願いします)。　　　　　　　　　　　　 ※協会けんぽのホームページからダウンロード、印刷できます

「協会けんぽの任意継続」 「ご家族の健康保険(被扶養者)」「国民健康保険」
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協会けんぽ佐賀支部ＬＩＮＥのご登録はこちらから！
役立つ情報が満載です！ 

電子申請の利用・詳細については、
電子申請特設ページをご確認ください。

上記

ID:@kenpo_saga



一般財団法人 佐賀県社会保険協会
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令和８年 令和８年

２月１６日（月）

２月１７日（火）

２月１３日（金）

２月１０日（火） 中村 好江

横田 弘美

特定社会保険労務士

島﨑 恵理
社会保険労務士

特定社会保険労務士

吉村 多惠子
特定社会保険労務士

『入社・退職時の手続き』

会 場 会 場講 師

入社時、退職時の社会保険・雇用保険の主な手続きや記入の仕方に

ついて学びます。

実施時間 各会場共通　１３：２０受付 １３：４０開始 １６：００終了予定

申込方法 ホームページよりお申込み下さい。

お申込み
お問合せ

一般財団法人 〒８４０ｰ０８１６
佐賀市駅南本町６－４　佐賀中央第一生命ビル９階佐賀県社会保険協会

ＴＥＬ.０９５２ｰ２６ｰ３１７１　　FAX.０９５２ｰ２６ｰ３３７７

参　加　費
(但し、非会員事業所及び令和７年度会費未納事業所は３，０００円のご負担をお願いします。)
会員事業所は無料

募集定員 佐賀…５０名 鳥栖・唐津・鹿島…３０名

佐賀県社会保険協会 検索

お申し込み後、登録されたメールアドレスに受講通知（申込完了）のメールが

届きますので、講習会当日、メールの画面を印刷してご持参ください。

なお、定員が上限に達している場合や今年度の会費の入金が確認できない場合は、

当協会よりご連絡いたします。

また、メールが届かない場合は、お手数ですが当協会までご連絡をお願いします。

事務講習会お申し込み後、都合によりキャンセルされる場合は、

早めにご連絡いただきますようお願いいたします。

対象者

社会保険事務担当者の方

テキスト

令和７年度版 社会保険の事務手続

アバンセ
佐賀

サンメッセ鳥栖
鳥栖

高齢者ふれあい会館りふれ
唐津

鹿島
鹿島市生涯学習センターエイブル

【講師は変更となる場合があります】 【講師：社会保健労務士】

こちらのテキストを
必ずご持参ください！ 

新規適用事業所及び社会保険事務担当初心者の方を対象に、

社会保険の基礎をわかりやすく学びます。【初級編】

『新規適用事業所・新任担当者の
　　　　　　　　　　　　　 ための基礎講座』

４月２１日（火）

４月２２日（水）

４月２３日（木）

　４月２４日（金）

サンメッセ鳥栖
（鳥栖市本鳥栖町１８１９）

高齢者ふれあい会館りふれ
（唐津市二夕子３－１５５－４）

鹿島市生涯学習センターエイブル
（鹿島市大字納富分２７００－１）

アバンセ
（佐賀市天神３－２－１１）

対 象 者

新規適用事業所および
社会保険事務担当初心者の方

テキスト

令和８年度版
社会保険の事務手続

3/1（日）より
 受付開始!

社会保険事務講習会のごあんない

佐賀：

鳥栖：

唐津：

鹿島：
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各種申請書の
ダウンロードは
こちらから

電子申請・郵送
※詳細については、HPでご確認下さい。電子申請・郵送

各種届書・申請書等の提出先

健康保険の給付や任意継続等に関する手続き
全国健康保険協会 協会けんぽ

健康保険・厚生年金保険への加入等に関する手続き
日本年金機構

日本年金機構 検索

https://www.nenkin.go.jp
ホームページURL

協会けんぽ 検索

https://www.kyoukaikenpo.or.jp
ホームページURL

全国健康保険協会  佐賀支部

〒８４０-８５６０ 佐賀市駅南本町６－４
　　　　　　　　　　　 佐賀中央第一生命ビル
　　　　　　　　　　　ＴＥＬ ０９５２-２７-０６１１

日本年金機構 福岡広域事務センター

〒８１２-８５７９
福岡市博多区榎田１-２-５５ ＡＰ 榎田ビル 
※住所省略可。宛先と郵便番号のみで届きます。

社会保険関係の主な届書・申請書の提出先をまとめましたのでご活用ください。

は電子申請が可能な届です。(一部は電子証明書が必要 )電

電
電

電

電

電
電
電

電

電
電
電

電

電

電

電
電

電

▲

適用事業所名称/所在地変更(訂正)届 

▲

事業所関係変更(訂正)届

▲

被保険者資格取得届

▲

健康保険被扶養者(異動)届
   (国民年金第3号被保険者関係届)

▲

被保険者住所変更届

▲

被保険者氏名変更(訂正)届

▲

被保険者生年月日訂正届

▲

基礎年金番号通知書再交付申請書

▲

被保険者報酬月額算定基礎届

▲

被保険者報酬月額変更届

▲

被保険者賞与支払届

▲

産前産後休業取得者申出書/変更
　(終了)届

▲

育児休業等取得者申出書(新規・延長)
　/終了届

▲

厚生年金保険養育期間標準報酬月額
　特例申出書・終了届

▲
産前産後休業終了時報酬月額変更届

▲

育児休業等終了時報酬月額変更届

▲
資格確認書交付申請書

▲

資格情報のお知らせ交付申請書

▲

高齢受給者証再交付申請書

▲

傷病手当金支給申請書

▲

療養費支給申請書

▲

高額療養費支給申請書

▲

限度額適用認定申請書

▲

限度額適用・標準負担額減額認定
　申請書

▲

特定疾病療養受療証交付申請書

▲

第三者等の行為による傷病（事故）届

▲

出産手当金支給申請書

▲

出産育児一時金支給申請書

▲

特定健康診査受診券（セット券）申請書

▲

埋葬料(費)支給申請書

▲

任意継続被保険者資格取得申出書

▲

任意継続被保険者資格喪失申出書

▲

任意継続被保険者被扶養者(異動)届▲

被保険者資格喪失届



船員保険会
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佐賀年金事務所
0952-31-4191

唐津年金事務所
0955-72-5161

多久市役所

基山町役場

伊万里市役所

鹿島市役所

有田町役場

出張相談所 予約申込先

10:00～16:00

10:00～16:00

 9:30～15:30

10:00～16:00

10:00～15:00

第1・3水曜日

第2・4火曜日

第1月曜日・毎週金曜日

第1・3火曜日

第2水曜日

4日・18日

10日・24日

3日・17日

12日（木）

2日・6日・13日
20日・27日

武雄年金事務所
0954-23-0121

受付時間：月～金曜日（平日）８：３０～１７：１５
※土・日・祝日、１２月２９日～１月３日はご利用
いただけません。
予約相談希望日の1か月前から前日まで
受付しています。
ご連絡の際は､基礎年金番号か個人番号
（マイナンバー）の分かるものをご準備くだ
さい。

＜記事提供＞日本年金機構年金事務所･全国健康保険協会 佐賀支部＜記事提供＞日本年金機構年金事務所･全国健康保険協会 佐賀支部

〒840-0816　佐賀市駅南本町６-４佐賀中央第一生命ビル９階
TEL：0952-26-3171 FAX：0952-26-3377 URL：https: //www.syahokyo-saga.or.jp/

一般財団法人 佐賀県社会保険協会

現在発行している「施設利用会員証」の有効期限は、2026年3月31日と
なっています。会員証の更新を希望される場合は、当協会HP「宿泊施設
ご優待のご案内」の 申込みフォーム よりお申し込みください。
新規の発行申込みも随時受け付けています。

①施設利用会員証（以下会員証）の発行を佐賀県社会保険協会
のHPから申し込む　※1事業所5枚以内

②佐賀県社会保険協会から郵送する会員証の枚数を確認して
保管する　※施設優待内容、利用方法を同封します

③施設利用を希望する従業員の方に会員証を貸し出す

④施設利用者は会員証を提示する　※1グループにつき1枚

⑤利用者から会員証を回収・保管する
　※会員証は、有効期間内は繰り返し利用可能です。

  「施設利用会員証」更新のお知らせ

年金相談の時間延長　週初めの開所日　１７：１５～１９：００
県内年金事務所の第2土曜日の休日相談については予約制です。
　　　　　　　　　　　　　　受付時間   ９：３０～１６：００

年金事務所受付時間：平日（月曜～金曜）の８：３０～１７：１５まで

※年金事務所では予約による
　年金相談を受付けておりますので、
　希望される日の前日までに
　お申込みください。

予約申込先
「予約受付専用電話」

☎0570-05-4890

（一般電話）

（ナビダイヤル）

050で始まる電話でおかけになる場合は

☎03-6631-7521

※いずれの日も12：00～13：00の時間帯は除きます。

開設日・相談時間 2月

4日・18日

10日・24日

3日・17日

11日

2日・6日
13日・27日

3月

《出張相談【予約制】》

2025 年 4 月
 円

－　　　　　
2026 年 2 月 28 日

2025 年 8 月
2025080000  　　　　

作成日 2025 年 7 月 17日
利用年月

請求金額

(内消費税)

支払期限

請求年月

請求番号

８月号に同封した社会保険協会費の「払込票」の支払い

期限は、令和８年２月２８日です。
お支払い忘れのないよう、ご確認の程、宜しくお願いいたし

ます。

令和７年度 社会保険協会費の納付のお願い

※11日（水）が祝日のため

佐賀県社会保険協会 検索

施設利用会員証発行申請、保管、使用の流れ

HMIホテルグループ

個別契約施設ダイワロイネットホテルズ

クア・アンドホテルグループ

高輪・品川プリンスホテル
限定

アイコニア・ホスピタリティ

プリンスホテルグループ

優待施設一覧


